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令和 3年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
4. 衛生費 9. 産婦健康診査事業

1. 保健衛生費

2. 保健衛生費 健康増進課

（佐倉市）　　

第１章
ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち（福 22,806

祉・健康・子育て） 令和 3年度 7,602

臨時 補助 計画 0 0 6,779 基本施策２
子育て支援 令和 4年度 7,602

令和 5年度 7,602

施策１
相談・交流の場を充実し、妊娠・出産・育児期に係 令和 6年度 0

る切れ目のない支援を行います 令和 7年度 0

国庫支出金 その他

3,740 0 3,740 △3,740

3,655 7,410 3,655 0 3,755

・産婦健康診査の費用助成を行い、支援が必要な産婦に 産後うつ（抑うつ状態をはじめとする産後の精神的障害 産婦健康診査の費用を助成することにより、支援が必要

適切な支援を実施します。 ）の予防や新生児への虐待防止等を図る観点から、産後２週間、産後１ な産婦を早期に発見し、適切な支援に結び付けることができます。

か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（産後の母体の回

復や産婦の精神状態等の診察）の重要性が指摘されています。このため

、産婦健康診査の費用を助成することにより、産後の初期段階における

母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目

ない支援体制を整備します。

10 100 114 △14

12 7,055 7,275 △220

19 255 150 105

16 02 03 01 02 00 母子保健衛生費補助金 3,74


